
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する 
村からのお願い 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、５月６日ま

でを期間として、全国に緊急事態宣言が出されました。 

現時点で有効な治療方法は確認されておらず、感染を防ぐ

ためには、皆様一人一人のご協力が必要不可欠です。 

日常生活において「感染しない。」「感染させない。」ため

に、次の点にご注意願います。 

・人が集まる密集場所は避けてください。 

・換気の悪い密閉空間は避けてください。 

・近い距離で会話や発声をする密接場面を避

けてください。 

・人が密接、密集する集会、行事の開催や参

加は控えてください。 

・息が切れるような激しい運動は控えてくだ

さい。 
 

また、北海道知事からは、次のとおり道民の皆様に要請し

ております。主なものは次のとおりです。 

・札幌市への不要不急の往来を控えてください。 

・繁華街の接客を伴う飲食店への出入りを控えてください。 

・カラオケ・ライブハウスなどの出入りを控えてください。 



 

 

発熱などの風邪症状があるときは、学校や会社を休み、外出を控え、毎日体温測定

を行い、記録しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ 相談窓口 ⇒ 新型コロナウイルスに関連する肺炎の一般相談窓口です。 

 ＊ 帰国者・接触者相談センター ⇒ 新型コロナウイルスに関連する肺炎の感染が疑われる方

の相談窓口です。 

機 関 名 電話番号 受付時間 

相談窓口及び帰国者・接触者相談センター 

 北海道倶知安保健所 
0136-23-1957 
0136-23-1951 

平日 8:45～17:30 

 
北海道保健福祉部 

健康安全局地域保健課 
011-204-5020 

平日  17:30～21:00 

土日祝 9:00～17:00 

相談窓口 

 厚生労働省 0120-565653 9:00～21:00 

令和２年４月20日発出 【お問合せ先】 留寿都村役場保健医療課 （電話）0136-46-3131 

相談窓口及び帰国者・接触者相談センター 

次のいずれかに該当する方は、病院を受診する前に、帰国者・接触者相談センター

（倶知安保健所）にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

該当する 

以下の「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。 

症状等を確認の上、専門の検査等を実施する必要があるか、通常の医療機関を受診

すべきか等についてご案内します。 

◆ 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く方（解熱剤を飲み続けなけ

ればならない方も同様です。） 

  なお、次のいずれかに該当する方は重症化しやすいため、この状態が２日程

度続く場合には、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。 

① 妊婦 

② 高齢者 

③ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方 

④ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

◆ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

発熱や風邪症状があるときは… 


